
  

Ⅰ-3．所得連動型教育費負担制度による高等教育費の 

家計負担の軽減に関する調査研究 
Study on income contingent loans system as a measure for reducing households’ burden 

with regards to higher education expenses 
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１．調査の目的 

米国の経済学者ミルトン・フリードマンは、高等教育費用の調達手段として、エクイティ投資

（株式投資と同様の考え）と、高等教育税の 2 つの方法を 1955 年に提案した。エクイティ投資

とは、株式投資の場合と同様に、株式購入金額に応じて、大学進学者の卒業後に将来の収入の一

定割合を配当金として受け取ることが可能な仕組みである。高等教育税の場合、大学卒業生から

所得の一定割合を税金として支払うことを求める。この後者の考え方の派生型が所得連動返還型

ローン（income contingent loan）とされる。 
所得連動返還型ローンは豪州において 1989 年に世界で初めて実現し、これまでに 10 数か国

において採用されている。各国において制度の細部は異なる部分があるが（返還金額の回収方法、

一定期間後の免除の有無等）、制度の骨子は、名前のとおり、ローンの返済金額が卒業後の毎年

の所得に連動して決定するということであり、決まった金額を返済するモーゲージローンとは異

なる。 
本調査の目的は、平成 29 年度から我が国においても導入されている所得連動返還型奨学金制度に

ついて、無利子奨学金に加えて有利子奨学金への導入等の改善案を検討するため、既導入国の調査

を行うとともに、所得連動返還型奨学金制度を導入している先進事例を調査することで、高等教育費の

更なる家計負担の軽減に資する提言を得ることである。 

 

２．調査の内容 

① 諸外国の所得連動返還型奨学金制度の調査 
報告書では、現地調査を踏まえ、豪州、英国、米国について、所得連動返還型の学生奨学金制

度について詳細な内容を調査し、比較した。また、これらの国以外の制度導入国について制度概

要を調査した。対象は上記 3 カ国以外に、以下の 11 か国である：スウェーデン、南アフリカ、

ニュージーランド、チリ、ハンガリー、エチオピア、タイ、韓国、オランダ、マレーシア、日本。 
②日本で導入する場合の留意点 
調査研究及び分析を踏まえ、我が国において同様の制度を導入する場合の課題や留意すべき事

項について、具体的に検討・整理を行った。 
③所得連動型教育費負担制度の政策効果分析 
所得連動型教育費負担制度について、日本で導入した場合の政策効果・影響の定量的な分析を

行った。 

本調査は、文部科学省委託調査「平成 29 年度先導的大学改革推進委託事業：所得連動型教育費負担制

度による高等教育費の家計負担の軽減に関する調査研究」として実施したものである。             

報告書は、<http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/itaku/1403485.htm>においてダウンロード可能となる見

込み。（文責：依田） 
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